
                                                                    

資源とごみの出し方は以下の通りになります。 

ルールを守っていただき、ごみ減量にご協力をお願いいたします。 

 

戸建住宅にお住まいの方 

 

すべての資源とごみを敷地内

の道路に面したところに出し

ていただきます。 

集合住宅にお住まいの方 

 

原則、集積所は継続して利用していた

だきます。 

びん・缶は分別して収集日に集積所に

備えつけられた容器に袋に入れずに

そのまま出していただきます。 

 

びん・缶はリサイクル

ポスト、それ以外の資

源とごみは集積所に

出していただいてい

ました。 

  「家庭ごみ戸別収集・有料化」が実施されますと、収集曜日等が変更になります。 

決まり次第周知してまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

立川市環境下水道部ごみ減量推進課 ☎5２３-２１１１内線６７４８ 

 

「家庭ごみ戸別収集・有料化制度説明会」等を開催し、市民の皆さんへの周知徹底を図ってまいります。

また、広報や各種イベント等を通じても周知を行ってまいります。 

ご希望がありましたら、個別に説明会を開催してまいりますのでご連絡ください。 

 

集合住宅 戸建住宅 


